
法務省人権擁護局

調査救済課

法務省の人権擁護機関が行う
インターネットでの誹謗中傷

被害に対する支援

法務省

※本研修教材の無断使用・転載・コピー・引用等は禁止します。

○ 法務省の人権擁護機関の役割

○ インターネットでの誹謗中傷に対する対応

○ 具体的な救済事例

○ 各種相談窓口

本講義の内容
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法務省の人権擁護機関の役割

人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会の実現

人権啓発

国民一人一人が、互いの人権を尊重
することの重要性を認識し、その理
念を日常生活に根付かせる活動

様々な活動手法
・人権教室
・人権の花運動
・企業研修
・シンポジウム、講演会
・テレビ、ラジオ等による放送
・新聞、広報誌への掲載
・インターネット広告
・ホームページや動画配信サイ
トでの啓発資料等の公表

人権相談

いじめ、虐待、差別、インターネッ
ト上での誹謗中傷等の様々な人権に
関する相談について、適切な助言等
をすることで問題解決を図る活動

多様な相談ツール
・面談（常設／特設相談所）
・電話（みんなの人権１１０番
等）

・メール（SOS-eメール）
・手紙（こどもの人権SOSミニ
レター）

・SNS（LINEじんけん相談）

調査・救済

人権侵害の疑いのある事案について、
被害者の申告等を受けて調査を行い、
事案に応じた適切な措置を講ずるこ
とで問題解決を図る活動

人権侵犯事件の措置
・援助：関係機関等の紹介、

法律上の助言
・調整：当事者間の関係調整
・要請：実効的な対応が可能な

者に対する要請
・説示：人権侵害の加害者等に

対する事理の説示
など

法務省の人権擁護機関とは 法務省人権擁護局、法務局、人権擁護委員
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インターネットの書き込みによる人権侵害について

まず、最寄りの法務局へ人権相談を

名誉毀損罪等により犯人の処罰を希望される場合

最寄りの警察署、各都道府県警本部の
サイバー犯罪相談窓口等をご案内します

書き込みの削除を希望される場合

法務局職員又は人権擁護委員が
詳しくお話をおうかがいします

プロバイダ等への削除依頼等の
具体的方法を助言します

相談者ご自身で削除依頼をすることが困難である場合 又は 相談者ご自身で削除依頼をしたが応じてもらえなかった場合

法務局において、当該書き込みの違法性を判断した上で、プロバイダ等へ削除要請をします
（ただし、強制力を伴わない任意の措置にとどまります）

相談者ご自身で削除依頼をされる場合

法務局の削除要請にも応じてもらえなかった場合

裁判所に削除の仮処分命令の申立てをする方法をご案内します
（法務局が申立てを代行することはできません。相談者ご自身で申立てをするのが困難であれば、弁護士等に相談していた
だくことが考えられます。資力の乏しい方は、日本司法支援センター（法テラス）の民事法律扶助（弁護士等による無料法律
相談や弁護士費用等の立替え）をご利用いただくことができます。）

インターネットの書き込みにより、人権侵害の被害にあわれた場合

インターネットでの誹謗中傷に対する対応
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人権侵害情報に関する人権侵犯事件①
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人権侵害情報に関する人権侵犯事件②
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削除要請件数と削除対応率
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法的論点①
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法的論点②
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法的論点③
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具体的な救済事例

○インターネット上のプライバシー侵害

被害者から、電子掲示板上に、氏名とともに電話番号が投
稿されているとして、相談があった事案。
法務局が調査した結果、一般に公開されていない被害者の
電話番号等が電子掲示板上に掲載されていたことから、当該
投稿は、被害者のプライバシー権を侵害するものであると認
められた。
法務局から、サイト管理者に対し、当該投稿の削除要請を
行ったところ、当該投稿が削除されるに至った。
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法務局の主な人権相談窓口

インターネット人権相談
https://www.jinken.go.jp/

インターネット人権相談 🔍

●受付時間 ２４時間３６５日

みんなの人権１１０番
（全国共通人権相談ダイヤル）

０５７０－００３－１１０
●受付時間 平日午前８時３０分～午後５時１５分

ＬＩＮＥじんけん相談

●受付時間 平日午前８時３０分～午後５時１５分

🔎 @linejinkensoudan
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各種相談窓口について

・投稿の削除をしてほしい
→法務局、セーファーインタネット協会

・処罰を求めたい
→警察

・損害賠償を求めたい
→弁護士、法テラス

・削除の方法を知りたい
→違法・有害情報相談センター
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ご視聴ありがとうございました。

法務省


